
北九州市公共施設予約サービス利用規約 

（目的） 

第１条 この規約は、インターネットを利用する方法により、公共施設の予約、空き情報の検索等を行

うことができる北九州市公共施設予約サービス（以下「公共施設予約サービス」という。）の利用に

関し、必要な事項を定める。 

 

（利用規約の同意） 

第２条 公共施設予約サービスは、この規約に同意した者に限り提供し、同意しない者に対しては提供

しない。なお、公共施設予約サービスを利用した者は、この規約に同意したものとみなす。 

 

（条例等の適用） 

第３条 公共施設予約サービスを利用した予約、利用の制限、減免の条件、施設の利用に係る使用料等

の支払等については、利用予約等を行った施設に係る条例、規則等及び施設管理者が定める関係規程

の定めるところによる。 

 

（利用者登録） 

第４条 公共施設予約サービスを利用して施設の予約等を行おうとする者（以下「利用者」という。）

は、あらかじめ利用者の登録（以下「利用者登録」という。）をしなければならない。 

２ 利用者登録は、次の区分により行う。 

（１）個人 

（２）団体 

３ 利用者登録の申請は、登録を申請する個人又は団体が行うものとし、利用者が所有するパソコ

ン、スマートフォン等インターネットに接続できる通信機器（以下「パソコン等」という。）で仮

登録を行い、各施設管理者の定める手続により、本登録となる。 

なお、初回施設利用時に窓口で登録情報と免許証等の身分証明書を照合することで本登録となる

場合、施設管理者は登録申請者が本人であることを証する書類の提示を求めることができるものと

する。団体による利用者登録の申請は、団体の代表者又は代表者から委任を受けた者（以下「代表

者等」という。）が行う。 

４ 前項の規定における本人であることを証する書類は次の各号のいずれかとする。 

（１）マイナンバーカード 

（２）運転免許証 

（３）パスポート 

（４）学生証 

（５）その他官公署の発行したもので本人であることを確認できるもの 

５ 施設管理者は、団体による利用者登録の本登録の場合、代表者等が団体の構成員であることを証

する書類又は団体の構成員名簿の提出を求めることができる。 

６ 利用者登録は、個人又は団体でそれぞれ１つまでとし、複数の利用者登録は認めない。 

 



（利用者登録の変更） 

第５条 利用者は、利用者登録の内容について変更があったときは、速やかに、公共施設予約サービス

上で登録事項変更の手続を行わなければならない。 

 

（利用者登録の解除） 

第６条 利用者が利用者登録を解除しようとする場合は、公共施設予約サービス上で解除の手続を行わ

なければならない。 

 

（利用者の禁止行為） 

第７条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）利用者が設定したパスワードを他人に漏らすこと。 

（２）利用者ＩＤを第三者に使用させること。 

（３）虚偽の申請をすること。 

（４）偽りその他不正の手段により公共施設予約サービスを利用すること。 

（５）対象施設等の管理に関する条例又は規則に違反すること。 

（６）利用の権利を譲渡し、又は転貸すること。 

（７）他の利用者の適正な利用を妨げる行為をすること。 

（８）本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為（不正アクセス、コンピュータ 

ウイルスの送信等を含む） 

（９）前各号に掲げるもののほか、公共施設予約サービスに支障を及ぼすおそれのあること。 

 

（施設管理者による利用者登録の解除及び制限） 

第８条 施設管理者は、利用者が第６条に規定する解除手続を行ったとき又は次の各号のいずれかに該

当するときは、利用者登録の解除又は制限を行う。 

（１）第５条の規定に反する事実が認められたとき。 

（２）前条に規定する禁止行為をしたと認められたとき。 

（３）利用者が個人の場合は、死亡又は失踪宣告を受けたとき。 

（４）利用者が団体の場合は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算 

開始の申立てがあったとき、又はその活動が事実上停止したと市が判断したとき。 

（５）登録内容の変更を届け出ないなど、利用者の責めに帰すべき事由により、利用者への通知又は連 

絡を行うことができないと市が判断したとき。 

（６）インターネット予約の頻繁な取消し、利用予約等を行った施設を当日利用しない等の行為を繰り 

返し行う等の不適切な利用があると市が判断したとき。 

（７）前各号に掲げるもののほか、施設管理者が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。 

 

（費用） 

第９条 利用者が公共施設予約サービスを利用するにあたって必要とする装置（ソフトウェア含

む。）、インターネット接続等に関する費用その他一切の費用は、利用者が負担するものとする。 

 



（利用時間） 

第１０条 北九州市公共施設予約サービス提供システム（以下「システム」という。）の利用時間は、

原則、３６５日２４時間とする。ただし、保守等によりシステムの一部又は全部を停止することがあ

る。この場合、緊急時を除き、原則として事前にその旨を本サービスに係るウェブサイトへの掲載そ

の他相当の方法により周知するものとする。 

 

（予約） 

第１１条 利用者は、インターネット予約を行った場合、各施設の定めるところにより施設の使用料等

を支払い、利用許可を得るものとする。 

２ 施設により、全部又は一部のインターネット予約が利用できない場合がある。 

３ インターネット予約を行った日から起算して、各施設の定める期間内に利用許可を得ない場合、

抽選当選後の予約確定処理を実施しなかった場合等、施設管理者は、インターネット予約を取り消

す場合がある。 

４ インターネット予約の開始日時又は終了日時は、各施設で定める。 

５ 利用者は、インターネット予約の取消しを行う場合、利用許可前にあってはシステムによる手続

又は施設の窓口に連絡し、利用許可後にあっては施設の窓口に連絡して、施設が定める手続を行う

ものとする。 

６ 利用者は、インターネット予約の際、利用目的に応じて減免の有無を選択することができる。た

だし、施設管理者は、利用許可時に利用目的を確認し、内容に応じて減免の有無を変更することが

できる。 

７ 施設管理者は、災害の発生等やむを得ない場合、インターネット予約を取り消すことができる。 

 

（オンライン決済） 

第１２条 利用者は、施設の利用料等をオンラインで決済することができる。 

２ 施設により、オンライン決済が利用できない場合がある。 

３ オンライン決済を行う場合は、システムに決済に係る情報が反映された時点で、当該決済の対象

であるインターネット予約が確定し、前条第１項の規定による利用許可が得られたものとする。 

４ 施設管理者は、オンライン決済した金額が実際の利用条件に基づき再計算した結果、使用料等に

過不足がある場合は、利用者に対して不足する金額の請求又は差額の返金を行うものとする。請求

又は返金の方法は、各施設で定めるところによる。 

５ オンライン決済で入力されたクレジットカード情報等は、市が契約する決済代行会社が適切に管

理し、市はこれを保持しない。 

 

（個人情報の保護） 

第１３条 施設管理者は、利用者の個人情報、予約情報等を、以下の各号に定める目的に限り利用し、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関係法令等に基づき、その管理に十

分注意を払わなければならない。 

（１）本サービスの提供、本人確認、予約管理のため 

（２）使用料等の請求、決済処理のため 



（３）本サービスに関する案内、問い合わせ等への対応のため 

（４）個人を特定できない形式での統計情報作成のため 

（５）その他、本サービス改善のため 

２ 利用者は、利用者登録の情報について、施設の利用予約等に必要な範囲に限り、システム内で共

通情報として利用することに同意するものとする。 

３ その他個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

に定めるところによる。 

 

（免責事項） 

第１４条 市は、公共施設予約サービスの利用に関連して利用者に生じた損害について、市の故意又は

重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。利用者が第三者に与えた損害についても同様とす

る。 

２ 市は、公共施設予約サービスの改修、運用停止、中断等が必要と判断したときは、利用者への予

告なくこれを行うことができる。これらにより利用者に生じた損害について、市に故意又は重過失

がある場合を除き、市は一切の責任を負わない。 

３ 利用者が使用するパソコン等の障害又は不具合、通信回線上の障害、天災地変その他市の責めに

帰することのできない事由により生じた利用者又は第三者の損害について、市は一切の責任を負わ

ない。 

 

（利用規約の変更） 

第１５条 市は、必要があると認めるときは、民法第５４８条の４の規定に基づき、この規約を変更す

ることができる。 

２ 市は、前項の規定によりこの規約を変更する場合、変更後の規約の効力発生時期を定め、かつ、

規約を変更する旨、変更後の規約の内容及びその効力発生時期を、当該効力発生時期までにシステ

ム上での周知その他の適切な方法により周知する。 

３ 利用者が、前項の周知された効力発生時期以後に公共施設予約サービスを利用したときは、変更

後の規約に同意したものとみなす。 

 

（合意管轄） 

第１６条 公共施設予約サービスの利用に関して市と利用者との間に紛争が生じたときは、福岡地方裁

判所小倉支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（その他） 

第１７条 この規約に定めるもののほか、公共施設予約サービスの利用に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

附 則 

この規約は、令和８年３月２日から施行する。 


